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（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って

おります。）  

【電話番号】 該当事項はありません。  

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。  
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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

  

(注) １．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

  

２ 【事業の内容】 

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。  

回次 
第67期 

第３四半期 
累計期間 

第68期 
第３四半期 
累計期間 

第67期 

会計期間 
自 平成28年４月１日 
至 平成28年12月31日 

自 平成29年４月１日 
至 平成29年12月31日 

自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日 

売上高（千円） 13,410,274 15,299,631 18,183,226 

経常利益（千円） 192,524 947,409 412,363 

四半期(当期)純利益（千円） 104,945 731,009 233,286 

持分法を適用した場合の投資利益 

（千円） 
― ― ― 

資本金（千円） 1,618,888 1,618,888 1,618,888 

発行済株式総数（株） 8,143,390 8,143,390 8,143,390 

純資産額（千円） 6,852,415 7,676,566 7,000,311 

総資産額（千円） 28,856,165 27,861,584 28,425,112 

１株当たり四半期(当期)純利益金額

（円） 
13.22 92.10 29.39 

潜在株式調整後１株当たり四半期 

（当期）純利益金額（円） 
― ― ― 

１株当たり配当額（円） 5.00 5.00 10.0 

自己資本比率（％） 23.7 27.6 24.6 
 

回次 
第67期 

第３四半期 
会計期間 

第68期 
第３四半期 
会計期間 

会計期間 
自 平成28年10月１日 
至 平成28年12月31日 

自 平成29年10月１日 
至 平成29年12月31日 

１株当たり四半期純利益金額（円） 10.18 17.92 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。  

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

  

(1）業績の状況 

 当第３四半期累計期間の世界経済は、米国や欧州においては堅調な経済成長が継続し、中国でも、各種政策効果

により景気の持ち直しの動きが続きました。しかしながら、朝鮮半島や中東情勢など地政学的リスクの高まりによ

り先行きに不透明感が残る状況で推移しました。一方、わが国経済は雇用・所得情勢が堅調に推移し、景気は緩や

かに回復しました。 

このような状況のもと、当社はお客様との関係強化に努め、積極的な販売拡大、新製品の開発、コスト削減に取

り組み、当第３四半期累計期間の売上高は15,299,631千円(前年同期比+1,889,356千円、+14.09%)、営業利益は

1,000,928千円(前年同期比+778,121千円、+349.23%)、経常利益は947,409千円(前年同期比+754,885千円、

+392.10%)、四半期純利益は731,009千円(前年同期比+626,063千円、+596.56%)となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

 (感光性材料事業) 

半導体向け感光性材料は、IoTによる電子デバイス使用量の大幅増加により、旧世代感光性材料販売が増加し

ました。また、データ通信量増大によるDRAMおよびフラッシュメモリーの3次元化によるレジスト需要、スマー

トフォン用等の先端半導体向けレジスト材料の販売はいずれも拡大しました。ディスプレイ向け感光性材料も、

堅調なLCDマーケットに加え、OLEDマーケットの立ち上がりにより、販売は大幅に増加いたしました。 

この結果、同事業の売上高は8,529,788千円（前年同期比+1,461,070千円、+20.67%)となりました。 

  

 (化成品事業) 

化成品部門は、電子材料向け製品を中心に、販売量は堅調に推移しました。 

 ロジスティック部門は、顧客満足度向上に努めた結果、タンク契約率、回転率共に高水準で推移しておりま

す。 

この結果、同事業の売上高は6,769,843千円（前年同期比+428,286千円、+6.75%)となりました。 

  
(2）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

なお、当社は会社法施行規則第118条第３号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針」(以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)を定めており、その内容は下記のと

おりです。 

①  会社の支配に関する基本方針の内容 

当社は、昭和29年設立以来、独創的な視点を大切にした研究・開発に注力し、現在ではフォトレジスト向けの

感光性材料等の製造・販売を中心とした「感光性材料事業」、香料材料の製造・販売及び電子材料向け溶剤を中

心とする高付加価値品の販売及びリサイクル、ならびに液体化学品の保管業務を行う「化成品事業」を営んでお

ります。 

当社事業の特徴として、①顧客企業と研究開発段階からの技術的な摺り合せによる参入障壁の構築、②長年に

わたり蓄積された高い生産技術力、③事業環境の変化への対応力を高める成長事業と基盤事業を組み合わせた事
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業ポートフォリオの構築、④各事業が密接に結び付くことによる大きなシナジー効果等により、国内のみなら

ず、世界各国のお客様より高い評価をいただいております。 

当社は、当社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方について、当社の経営理念や企業価値のさまざ

まな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。 

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が認められてお

り、当社の株式に対する大規模な買付行為や買付提案があった場合においても、当該大規模な買付等が当社の企

業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば一概に否定するものではなく、これに応ずる

か否かは最終的に株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えております。 

しかしながら、このような大規模な買付等の中には、専ら買付者自らの利潤のみを追求しようとするもの、株

主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資

さないものも少なくありません。 

当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模な

買付等を行う者を、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。 

  

②  会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み 

当社は、中長期的な経営戦略及びコーポレート・ガバナンスの強化の両面より、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益の確保・向上に努めております。当社は、以下の施策を会社の支配に関する基本方針の実現に資する

ものと考えております。 

ａ  経営の基本方針 

 当社は、経営方針として「①安全操業を最優先し、従業員、協力会社社員、地域住民など関係者の安心でき

る操業環境を確保する。②法令や社内ルールを遵守するとともに、誠実かつ公正な企業活動を行う。③世界最

高のマイクロストラクチャー構造材料を国際社会に提供する。④常に新製品、新プロセス、新サービスを開発

する。⑤生産技術の高度化を推進し、新プロセスを開発、安定品質で市場競争を勝ち抜く。⑥国内外隔たりな

く企業活動を展開し、日本を代表するグローバル企業となる。⑦全社をあげて、常に能力開発に努め、個人の

能力の向上を通じて創造性を発揮し、社会に貢献する。」を掲げております。当社は、この経営方針に基づ

き、積極的な事業展開を進め、業容の拡大と業績の向上に邁進し、高品質かつ高機能の材料を可能な限り安価

に供給することにより、産業全体の発展と高度化に役立つことを目指しております。 

また、創業以来、「当社の生命線は研究開発力にある」を理念に、研究開発力の増強と生産技術の向上に努

め、蓄積された技術やノウハウを活用して市場ニーズに迅速かつ的確に対応し、有機合成から、分離精製、プ

ラントエンジニアリング、化成品物流等に至るまで、事業分野及び事業規模を着実に拡大させることにより化

学産業界で独自の地位を築いてまいりました。当社は永続的発展を通じてお客様、株主の皆様、従業員等の利

害関係者に貢献することを目指しております。 

ｂ  中長期的な経営戦略 

当社は、感光性材料事業及び化成品事業の２事業を営んでおります。感光性材料事業の関連業界は、IoT時

代の到来により、半導体、電子部品需要のさらなる拡大が予測され、今後も成長が期待できると考えられます

が、新興国の技術水準の向上と、それに伴うエレクトロニクス産業の新興国への生産拠点シフトによる低価格

化の進行、ならびに技術革新による新技術や新製品の開発競争も激しさを増しております。これらの要因か

ら、価格競争の激化のみならず、景気全体の影響やエレクトロニクス製品の市場でのヒットなどの影響を受け

やすく、業績の大きな変動も避けられないものと考えます。これら需要変動の影響を最小限に留めるため、化

成品事業の競争力をより向上させ、当社全体として安定した業績を維持できる体質を構築することが必要と考

えております。 

＜感光性材料事業＞ 

感光性材料事業は、半導体、ディスプレイの製造に使用されるフォトレジストの主原料となる感光性材料を

主要製品として供給しております。半導体業界は、世界的なIoTへの進化により、情報通信技術の普及は産業

面だけでなく、日常生活に不可欠なコンシューマー向けエレクトロニクス製品や車の自動運転等、使用用途の

一層の拡大が見込まれております。また、これらを実現するための技術として、半導体設計寸法の微細化、三

次元化のためのリソグラフィ技術は進化し、当社が供給している素材についても高度な研究開発と、1兆分の1
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（ppt）レベルの品質管理と共に安定した供給の責任が求められて来ております。このような市場状況に対

応するため、感光性材料事業では、新規材料の研究開発、製造技術開発、品質管理の高度化に取組み、世界最

先端の半導体技術へ素材材料から貢献する企業を目指してまいります。また、世界的な需要の拡大に対応した

生産能力の増強をより一層進めることにより、事業の拡大と収益性の向上を図ってまいります。 

＜化成品事業＞ 

化成品事業は、半導体、ディスプレイ、医薬品等の製造に使用される高純度溶剤、フレーバー・フレグラン

ス等の香料に使用される香料原料の供給のほか、首都圏の需要に対応した化学品の物流倉庫業を行っておりま

す。このような人々の日常生活に必要となる各種素材を国内・海外へ供給していることから求められる、安全

操業、安定供給という社会的責任を果たすとともに、研究開発・技術開発を一層強化することで、市場ニーズ

を見据えた競争力の高い製品の開発を強力に推進してまいります。  

溶剤関係については長年培ってきた精密蒸留分離技術の強みを活かし、環境問題や省資源に対する関心を背

景に拡大が見込まれるリサイクル市場の開拓にも取組むとともに、高付加価値製品を中心に電子材料業界向け

溶剤の販売及びリサイクル需要を獲得してまいります。 

ロジスティック部門は、石油化学関連業界での競争激化により、物流経費の削減及び物流基地の統廃合が進

んでおり、事業を取り巻く環境は引き続き厳しいものと予想されます。しかしながら、遠隔地に立地する石油

コンビナート生産工場で生産された液体化学品や海外メーカー生産の液体化学品は、大都市消費地へ輸送し販

売を行う場合、タンカーから沿岸タンクに受け入れて一時保管し、車両によるユーザーへの陸上輸送を行いま

す。この物流形態は、今後も引き続き必要不可欠であります。また、当社は、ローリー単位での輸送からドラ

ム単位の取扱に至るまで、お客様のニーズに柔軟な対応を可能とする液体化学品総合物流基地としての機能を

構築しております。高浜油槽所の立地条件の良さと安全操業、化学品の生産活動で蓄積した高度な取扱・保管

技術を最大限に活かし、今後も液体化学品総合物流基地としてお客様の信頼を獲得してまいります。  

当社では、このような取組みを積極的に行い、企業価値の持続的な向上を実現してまいります。  

ｃ  コーポレート・ガバナンスの強化への取組み 

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を実現するためには、株主価値を高めることが課題であると認識

しており、経営の効率化・健全化を積極的に進めるとともに、経営の透明性を高めるためコーポレート・ガバ

ナンスの強化に取り組んでおります。 

当社は監査役会設置会社及び執行役員制度を採用し、取締役会による「意思決定・監督」と執行役員による

「業務執行」、監査役及び会計監査人による「監査」により、経営監督・監査と執行の機能を分担して運営し

ております。 

  取締役の責任明確化と経営環境の変化に柔軟に対応するため、取締役の任期を１年としております。また、

社外取締役及び社外監査役を選任しており、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に従い独立役員と

して届け出ております。これらの社外役員と代表取締役社長による連絡会を四半期に一度開催し、経営や企業

統治に関する様々な助言を得ることができる機会を設け、コミュニケーションの強化を図っております。 

これらの取組みにより株主の皆さまをはじめとする様々なステークホルダーとの信頼関係をより一層強固な

ものにし、企業価値の継続的な向上をめざしてコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 

  

③  会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み 

当社は、上記会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、平

成29年５月12日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」(以下「本プラン」

といいます。)の継続を決議し、平成29年６月23日開催の当社第67回定時株主総会において、本プランについて

株主の皆様にご承認をいただき継続しております。 

本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすること

を目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株

券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。 

本プランにおける大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関しては、次のとおり一定のルール

(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設けており、大規模買付ルールによって、①事前に大規模買付者が
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当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買

付による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、またはその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取

締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、または株主検討期間を設ける

場合には取締役会評価期間及び株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。 

本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為

に対する対抗措置は講じません。ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても

当該大規模買付行為が、結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律

及び当社定款が認める検討可能な対抗措置をとることがあります。 

このような対抗措置をとる場合、その判断の客観性及び合理性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動

に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者から選任さ

れた委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の

是非について、取締役会評価期間内に対抗措置発動の是非または対抗措置の発動について株主総会に付議するこ

との要否を、取締役会に対し勧告するものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際し

て、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。 

なお、本プランの有効期限は平成32年６月30日までに開催される当社第70回定時株主総会の終結の時までとし

ます。本プランは、当社第67回定時株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①当社株主総会に

おいて本プランを廃止する旨の株主の一定割合の意思表示が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃

止する旨の決議等が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。継続後の本プランの詳細につきま

しては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。 

(当社ウェブサイトhttp://www.toyogosei.co.jp) 

  

④  本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて 

本プランは、a 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、b 株主共同の利益の確保・向上の目的を

もって導入されていること、c 株主総会での承認により発効しており、株主意思を反映するものであること、

d 独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の判断を重視するものであること、e デッドハンド型及び

スローハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

  

(3）研究開発活動 

当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は 607,196千円であります。 

なお、当第３四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

② 【発行済株式】 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

 該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(6) 【大株主の状況】 

  当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 30,000,000 

計 30,000,000 
 

種類 
第３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成29年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成30年２月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 8,143,390 8,143,390 

東京証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

単元株式数 

100株 

計 8,143,390 8,143,390 ― ― 
 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高 
（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 

（千円） 

資本準備金残
高 

（千円） 

平成29年10月１日～ 

平成29年12月31日 
― 8,143,390 ― 1,618,888 ― 1,514,197 
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(7) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成29年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

  

① 【発行済株式】 

  

② 【自己株式等】 

  

２ 【役員の状況】 

 該当事項はありません。 

 

  平成29年12月31日現在 
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） － ― ― 

議決権制限株式（その他） － ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  206,000 ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式  7,935,400 79,354 ― 

単元未満株式 普通株式  1,990 ― ― 

発行済株式総数 8,143,390 ― ― 

総株主の議決権 ― 79,354 ― 
 

  平成29年12月31日現在 
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

東洋合成工業株式会社 
千葉県市川市上妙典

1603 
206,000 ― 206,000 2.53 

計 ― 206,000 ― 206,000 2.53 
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第４ 【経理の状況】 

  

１．四半期財務諸表の作成方法について 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。  

  
２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成29年10月１日から平成29年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期財務諸表につ

いて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。  
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１ 【四半期財務諸表】 

  (1) 【四半期貸借対照表】 

  

                      (単位：千円) 

                    
前事業年度 

(平成29年３月31日) 
当第３四半期会計期間 
(平成29年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 1,865,819 1,442,601 

    受取手形及び売掛金 3,183,272 3,731,087 

    商品及び製品 4,634,110 4,521,601 

    仕掛品 149,496 37,688 

    原材料及び貯蔵品 1,105,437 1,335,172 

    その他 530,551 316,664 

    貸倒引当金 △3,205 △3,788 

    流動資産合計 11,465,482 11,381,028 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 7,006,460 6,734,502 

      機械装置及び運搬具（純額） 3,348,998 2,951,678 

      土地 5,020,230 4,818,582 

      その他（純額） 683,387 1,069,091 

      有形固定資産合計 16,059,076 15,573,854 

    無形固定資産     

      その他 366,701 335,113 

      無形固定資産合計 366,701 335,113 

    投資その他の資産     

      その他 533,852 571,588 

      投資その他の資産合計 533,852 571,588 

    固定資産合計 16,959,629 16,480,556 

  資産合計 28,425,112 27,861,584 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 2,184,569 2,448,865 

    短期借入金 6,242,000 6,550,000 

    1年内返済予定の長期借入金 3,310,932 3,261,204 

    未払法人税等 54,560 65,980 

    賞与引当金 332,635 192,200 

    役員退職慰労引当金 532,118 － 

    その他の引当金 31,746 24,211 

    その他 1,349,212 1,409,707 

    流動負債合計 14,037,774 13,952,168 

  固定負債     

    長期借入金 5,455,231 4,215,568 

    退職給付引当金 1,234,593 1,297,304 

    役員退職慰労引当金 65,617 59,674 

    その他 631,585 660,302 

    固定負債合計 7,387,026 6,232,849 

  負債合計 21,424,801 20,185,017 
 

― 10 ―



 

                      (単位：千円) 

                    
前事業年度 

(平成29年３月31日) 
当第３四半期会計期間 
(平成29年12月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,618,888 1,618,888 

    資本剰余金 1,541,589 1,541,589 

    利益剰余金 3,883,578 4,535,215 

    自己株式 △88,968 △89,006 

    株主資本合計 6,955,088 7,606,687 

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 43,604 69,879 

    繰延ヘッジ損益 1,617 － 

    評価・換算差額等合計 45,222 69,879 

  純資産合計 7,000,311 7,676,566 

負債純資産合計 28,425,112 27,861,584 
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  (2) 【四半期損益計算書】 

   【第３四半期累計期間】 

                      (単位：千円) 

                    前第３四半期累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成29年４月１日 
 至 平成29年12月31日) 

売上高 13,410,274 15,299,631 

売上原価 11,184,075 12,175,714 

売上総利益 2,226,199 3,123,916 

販売費及び一般管理費 2,003,392 2,122,988 

営業利益 222,807 1,000,928 

営業外収益     

  受取利息 282 417 

  受取配当金 6,506 7,025 

  為替差益 ― 20,595 

  受取家賃 20,182 12,473 

  生命保険配当金 9,113 1 

  補助金収入 135,094 529 

  その他 33,431 24,309 

  営業外収益合計 204,610 65,351 

営業外費用     

  支払利息 137,899 106,185 

  為替差損 80,349 ― 

  その他 16,643 12,684 

  営業外費用合計 234,893 118,869 

経常利益 192,524 947,409 

特別利益     

  固定資産売却益 ― 154,109 

  特別利益合計 ― 154,109 

特別損失     

  固定資産除却損 2,946 11,504 

  特別損失合計 2,946 11,504 

税引前四半期純利益 189,577 1,090,014 

法人税、住民税及び事業税 12,101 111,723 

法人税等調整額 72,530 247,281 

法人税等合計 84,631 359,005 

四半期純利益 104,945 731,009 
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【注記事項】 

(四半期貸借対照表関係) 

１  受取手形割引高及び債権流動化による売掛債権譲渡額 

  

 ２  四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。  

なお、当四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計

期間末日残高に含まれております。 

  

 ３  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。こ

の契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 

  

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。 

  

  

  
前事業年度 

（平成29年３月31日） 
当第３四半期会計期間 
（平成29年12月31日） 

受取手形割引高 165,141千円 10,568千円 

債権流動化による売掛債権譲渡額 1,027,506  1,401,871  
 

  
前事業年度 

(平成29年３月31日) 
当第３四半期会計期間 
(平成29年12月31日) 

受取手形 ―千円 39,213千円 

割引手形 ―   10,568 

支払手形 ―   63,493 

その他(設備関係支払手形) ―   1,345 
 

  
前事業年度 

(平成29年３月31日) 
当第３四半期会計期間 
(平成29年12月31日) 

貸出コミットメントの総額 2,150,000千円 2,150,000千円 

借入実行残高 ―   ― 

 差引額 2,150,000 2,150,000 
 

   
前第３四半期累計期間 
(自  平成28年４月１日 
至  平成28年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自  平成29年４月１日 
至  平成29年12月31日) 

減価償却費 1,206,349千円 1,259,786千円 
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(株主資本等関係) 

前第３四半期累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの 

    該当事項はありません。 

  
当第３四半期累計期間(自  平成29年４月１日  至  平成29年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの 

    該当事項はありません。 

  
(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

    前第３四半期累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)  セグメント利益又は損失は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  重要な事項はありません。  

  

 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月13日 
取締役会 

普通株式 39,687 5.0 平成28年３月31日平成28年６月27日 利益剰余金

平成28年11月10日 
取締役会 

普通株式 39,687 5.0 平成28年９月30日平成28年12月９日 利益剰余金
 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月12日 
取締役会 

普通株式 39,686 5.0 平成29年３月31日平成29年６月26日 利益剰余金

平成29年11月10日 
取締役会 

普通株式 39,686 5.0 平成29年９月30日平成29年12月８日 利益剰余金
 

        (単位：千円) 

  

報告セグメント 

調整額 
四半期損益 
計算書計上額 

(注) 感光性材料事業 化成品事業 計 

売上高           

  外部顧客への売上高 7,068,717 6,341,556 13,410,274 ― 13,410,274 

 セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― 166,219 166,219 △166,219 ― 

計 7,068,717 6,507,776 13,576,494 △166,219 13,410,274 

セグメント利益又は損失(△) 279,873 △57,066 222,807 ― 222,807 
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    当第３四半期累計期間(自  平成29年４月１日  至  平成29年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)  セグメント利益又は損失は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  重要な事項はありません。  

  

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

        (単位：千円) 

  

報告セグメント 

調整額 
四半期損益 
計算書計上額 

(注) 感光性材料事業 化成品事業 計 

売上高           

  外部顧客への売上高 8,529,788 6,769,843 15,299,631 ― 15,299,631 

 セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― 188,952 188,952 △188,952 ― 

計 8,529,788 6,958,795 15,488,583 △188,952 15,299,631 

セグメント利益又は損失(△) 1,035,258 △34,329 1,000,928 ― 1,000,928 
 

  
前第３四半期累計期間 

(自  平成28年４月１日 
至  平成28年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自  平成29年４月１日 
至  平成29年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 13円22銭 92円10銭 

    (算定上の基礎)     

    四半期純利益金額（千円） 104,945 731,009 

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 104,945 731,009 

    普通株式の期中平均株式数(株) 7,937,423 7,937,343 
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２ 【その他】 

   平成29年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

    （イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・ 39,686千円 

    （ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・ 5円00銭 

    （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成29年12月８日 

     (注)平成29年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書  
  

平成30年２月13日

東洋合成工業株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東洋合成工業株

式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第68期事業年度の第３四半期会計期間（平成29年10月１日から

平成29年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、東洋合成工業株式会社の平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

新日本有限責任監査法人 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    植  木  貴  幸    印 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    金  澤     聡    印 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成30年2月13日 

【会社名】 東洋合成工業株式会社 

【英訳名】 Toyo Gosei Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    木  村  有  仁 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 千葉県市川市上妙典1603番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長木村有仁は、当社の第68期第３四半期(自 平成29年10月１日 至 平成29年12月31日)の四半

期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 
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